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担当課番号案内の
�
田 
�
保 の表記は 

�
田 …田無庁舎（南町５～６～１３）

�
保 …保谷庁舎（中町１～５～１）を表します

　

〜
平
成　

年
度
か
ら
統
合
〜

１４

　

平
成　

年
度
の
固
定
資
産
税
・

１４

都
市
計
画
税
は
、
賦
課
期
日
（
平

成　

年
１
月
１
日
）
現
在
、
旧
田

１４
無
市
と
旧
保
谷
市
に
そ
れ
ぞ
れ
固

定
資
産
を
お
持
ち
の
方
に
つ
い
て

は
、
統
合
し
て
課
税
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
こ
の
結
果
、
平
成　
１３

年
度
ま
で
旧
田
無
市
分
と
旧
保
谷

市
分
２
通
の
納
税
通
知
書
を
送
付

さ
れ
て
い
た
方
に
は
、
１
通
に
統

合
し
て
西
東
京
市
分
と
し
て
送
付

し
ま
す
。
固
定
資
産
を
共
有
で
お

持
ち
の
場
合
、
平
成　

年
度
ま
で

１３

は
、
共
有
者
の
構
成
が
同
一
で
あ

っ
て
も
、
各
共
有
者
の
持
ち
分
が

異
な
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物

件
ご
と
に
納
税
通
知
書
を
代
表
者

の
方
に
送
付
し
ま
し
た
。
平
成　
１４

年
度
か
ら
は
、
共
有
者
の
納
税
通

知
書
を
整
理
し
て
、
共
有
者
の
構

成
が
同
一
で
あ
れ
ば
、
物
件
ご
と

に
共
有
持
ち
分
が
異
な
っ
て
い
て

も
、
統
合
し
て
１
通
の
納
税
通
知

書
で
送
付
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

◎
平
成　

年
度
…「
物
件
１
」と

１３

「
物
件
２
」各
１
通（
計
２
通
）の
納

税
通
知
書
を
代
表
者
の
方
に
送
付

◎
平
成　

年
度
…「
物
件
１
」と

１４

「
物
件
２
」を
統
合
し
て
１
通
の
納

税
通
知
書
を
代
表
者
の
方
に
送
付

◆
資
産
税
課（
�田
 
�
内
線　

〜　

）

１３３１

１３４５

　

平
成　

年
度
の
課
税
分
か
ら
、

１４

次
の
住
宅
等
は
減
額
措
置
の
適
用

が
な
く
な
り
ま
す
。

◎
減
額
期
間
３
年
…
平
成　

年
１

１０

月
２
日
〜
平
成　

年
１
月
１
日
に

１１

新
築
さ
れ
た
一
般
住
宅

◎
減
額
期
間
５
年
…
平
成
８
年
１

月
２
日
〜
平
成
９
年
１
月
１
日
に

新
築
さ
れ
た
３
階
建
て
以
上
の
中

高
層
耐
火
住
宅
等

◆
資
産
税
課（
�田
 
�
内
線　

〜　

）

１３４１

１３４５

�　

保
護
者
の
疾
病
、育
児
疲
れ
の

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
等
さ
ま
ざ
ま
な
理

由
で
、あ
る
日
、あ
る
時
間
帯
が
保

育
に
欠
け
る
状
態
に
な
っ
た
保
護

者
へ
の
支
援
を
行
い
ま
す
。利
用
に

あ
た
っ
て
は
、登
録
が
必
要
で
す
。

▽
対
象
児
童　

市
内
に
在
住
し
、

１
歳
か
ら
就
学
前
の
児
童
で
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方　

①
保

護
者
の
短
時
間
・
断
続
的
勤
務
・
職

業
訓
練
・
修
学
等
に
よ
り
、原
則
と

し
て
平
均
週
３
日
程
度
家
庭
に
お

け
る
育
児
が
困
難
と
な
り
保
育
が

必
要
と
な
る
児
童　

②
保
護
者
の

疾
病
、災
害
･
事
故
、出
産
、看
護

･
介
護
、冠
婚
葬
祭
等
社
会
的
に

や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
緊
急

･
一
時
的
に
家
庭
に
お
け
る
育
児

が
困
難
と
な
り
保
育
が
必
要
と
な

る
児
童　

③
保
護
者
の
育
児
等
に

伴
う
心
理
的
･
肉
体
的
負
担
を
解

消
す
る
等
の
私
的
理
由
に
よ
り
、

一
時
的
に
保
育
が
必
要
と
な
る
児

童　

④
障
害
の
あ
る
乳
幼
児
で
、

体
験
的
に
入
所
さ
せ
集
団
保
育
を

す
る
た
め
等
に
よ
り
保
育
を
必
要

と
す
る
児
童　

⑤
障
害
の
あ
る
小

学
校
４
年
生
ま
で
の
児
童
で
①
〜

③
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
場
合

で
、午
後
の
時
間
、一
時
的
に
保
育

を
必
要
と
す
る
児
童

平
成

年
度
一
時
保
育

１４

事
業
の
利
用
登
録
受
付

▽
対
象
児
童
数　

１
日
６
人
以
内

▽
登
録
受
付　

３
月　

日（
月
）か

１８

ら▽
申
請
受
付　

登
録
承
認
後
、
３

月　

日（
月
）か
ら

２５
▽
利
用
開
始
日　

４
月
３
日（
水
）

▽
利
用
日
数
・
保
育
時
間　

利
用

日
数
は
週
３
日
以
内
。
保
育
時
間

は
基
本
的
に
月
曜
日
〜
金
曜
日
の

午
前
８
時　

分
〜
午
後
５
時

３０

▽
利
用
料
金　

４
時
間
以
内
…
千

円
、
４
時
間
以
上
…
２
千
円
、
延

長
保
育
代　

１
回　

円
５００

▽
昼
食
・
お
や
つ
代　

昼
食
…
１

回
利
用
に
つ
き　

円
、
お
や
つ
…

２００

１
回
利
用
に
つ
き　

円
１５０

▽
実
施
場
所　

西
原
保
育
園
（
芝

久
保
町
５
〜
４
〜
２
）

▽
申
請
方
法　

田
無
庁
舎
１
階
保

育
課
、西
原
保
育
園
に
あ
る
一
時

保
育
利
用
登
録
申
請
書
で
登
録
し

て
く
だ
さ
い
。一
時
保
育
を
利
用

す
る
場
合
は
、登
録
承
認
後
、西
原

保
育
園
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

◆
保
育
課
（
�田
 
�
内
線　

）、
西
原

１５３１

保
育
園
（�
　

・
９
１
０
０
）

６１

�　

選
挙
人
名
簿
の
登
録
は
、
年
４

回
、
３
月
・
６
月
・
９
月
と　

月
１２

に
登
録
す
る
定
時
登
録
と
選
挙
の

つ
ど
行
わ
れ
る
選
挙
時
登
録
が
あ

り
ま
す
。
今
回
、
３
月
２
日
の
定

選
挙
人
名
簿
登
録
者

（
定
時
登
録
）数
が
確
定

時
登
録
者
数
が
確
定
し
た
の
で
、

お
知
ら
せ
し
ま
す
。登
録
者
数
は
、

男
性
７
万
２
千　

人
、
女
性
７
万

８３４

４
千　

人
、
計　

万
６
千　

人
で

１６４

１４

９９８

す
。
平
成　

年　

月
２
日
の
定
時

１３

１２

登
録
者
数
と
比
較
す
る
と
、
男
性

　

人
増
、
女
性　

人
増
、
計　

人

９６

５７

１５３

増
加
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
定
時
登
録
の
要
件
は
、

次
の
と
お
り
で
す
。
①
日
本
国
民

で
あ
る
こ
と　

②
昭
和　

年
３
月

５７

２
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方　

③
平

成　

年
３
月
１
日
現
在
引
き
続
き

１４
３
か
月
以
上
西
東
京
市
に
居
住
し

て
い
る
方
（
他
区
市
町
村
か
ら
転

入
さ
れ
た
方
は
、
平
成　

年　

月

１３

１２

１
日
ま
で
に
西
東
京
市
の
住
民
基

本
台
帳
に
記
載
さ
れ
た
方
）

　

ま
た
、
次
の
資
格
を
有
す
る
方

が
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ

ま
し
た
。
①
在
外
選
挙
人
名
簿
に

既
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
で
な
い

こ
と　

②
登
録
申
請
時
に
満　

歳
２０

以
上
で
あ
る
こ
と　

③
日
本
国
民

で
あ
る
こ
と　

④
在
外
選
挙
人
名

簿
の
登
録
の
申
請
に
関
し
、
そ
の

者
の
住
所
を
管
轄
す
る
領
事
官
の

管
轄
区
域
内
に
引
き
続
き
３
か
月

以
上
住
所
を
有
す
る
方

　

平
成　

年
３
月
３
日
現
在
の
在

１４

外
選
挙
人
名
簿
登
録
者
数
は
、男

性　

人
、女
性　

人
、計　

人
で
す
。

９７

８０

１７７

◆
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
（
�保
 

�
内
線　

）
２８１１

　

皆
さ
ん
は
、
日
ご
ろ
シ
ョ
ッ

ピ
ン
グ
を
し
た
り
、
レ
ス
ト
ラ

ン
な
ど
で
食
事
を
し
た
と
き
の

料
金
に
税
金
が
含
ま
れ
て
い
る

よ
う
に
、
私
た
ち
の
日
常
生
活

に
税
が
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い

る
こ
と
を
肌
で
感
じ
て
い
る
と

思
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
に
納
め
て
い
た
だ
く

大
切
な
税
金
は
、

◎
快
適
で
ゆ
と
り
の
あ
る
生
活

◎
お
年
寄
り
や
体
の
不
自
由
な

　

方
の
支
援

◎
健
や
か
な
子
ど
も
の
成
長
を

　

支
援
す
る
た
め
の
保
育

◎
ご
み
の
回
収
処
理

◎
道
路
整
備
や
緑
化
維
持

◎
小
・
中
学
校
の
学
校
教
育

な
ど
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

税
金
は
、こ
の
よ
う
な
事
業
を

実
現
す
る
た
め
の
貴
重
な
財
源

で
あ
り
、私
た
ち
が
社
会
生
活
を

維
持
し
て
い
く
た
め
の
共
通
の

費
用
を
賄
う
、
い
わ
ば
「
社
会
の

一
員
と
し
て
暮
ら
し
て
い
く
う

え
で
の
会
費
」
と
言
え
ま
す
。

　　

市
税
の
平
成　

年
度
決
算
の

１２

収
納
状
況
は
、
昨
今
の
社
会
経

済
状
況
を
反
映
し
、　

市
中
下

２６

位
に
低
迷
す
る
と
い
う
、た
い

へ
ん
厳
し
い
結
果
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　

平
成　

年
度
の
状
況
を
見
ま

１３

す
と
、
諸
事
業
の
経
費
を
賄
う

一
般
会
計
予
算
全
収
入
額
の
概

ね　
�
が
市
税
で
占
め
ら
れ
て

４７
い
ま
す
。
貴
重
な
財
源
で
あ
る

個
人
市
民
税
、
固
定
資
産
税
・

都
市
計
画
税
、
軽
自
動
車
税
等

の
各
税
を
納
期
限
ま
で
に
納
め

て
い
た
だ
か
な
い
と
市
の
財
政

が
厳
し
く
な
り
、
事
業
の
実
現

が
滞
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　　

西
東
京
市
が
よ
り
発
展
す
る

た
め
に
は
、皆
さ
ん
の
ご
協
力
が

不
可
欠
で
す
。

　

市
で
は
、
「
休
日
納
税
相
談

窓
口
」
の
開
設
や
、
病
気
・
事

故
・
経
済
的
な
理
由
等
で
一
度

に
税
金
を
納
め
ら
れ
な
い
場
合

の
相
談
業
務
の
充
実
な
ど
、
皆

さ
ん
が
税
を
納
め
や
す
い
環
境

づ
く
り
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
納
期
限
の
た
び
に
金
融

機
関
・
郵
便
局
へ
出
か
け
る
手

間
が
省
け
、
指
定
の
預
貯
金
口

座
か
ら
各
納
期
限
に
振
替
納
税

す
る
「
口
座
振
替
」
制
度
の
ご

利
用
も
お
勧
め
し
て
い
ま
す
。

　

納
期
限
ま
で
に
税
金
を
納
め

ら
れ
な
い
と
、市
の
施
策
実
現
に

大
き
く
影
響
を
及
ぼ
す
と
と
も

に
、
滞
納
さ
れ
た
方
に
対
し
て

は
、
納
期
限
ま
で
に
税
金
を
納

め
ら
れ
た
方
と
の
公
平
性
の
観

点
か
ら
延
滞
金（
年　

・
６�
）が

１４

加
算
さ
れ
ま
す
。さ
ら
に
、督
促
・

催
告
に
も
応
じ
ず
滞
納
状
態
が

続
く
場
合
は
、法
律
に
基
づ
い
て

財
産
の
差
し
押
え
等
を
執
行
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

市
税
は
皆
さ
ん
の
生
活
を
支

え
る
大
切
な
財
源
で
す
。
納
期

限
内
納
税
に
ご
理
解
と
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
納
税
課
（
�田
 
�
内
線　

、
�保

 １３５８

内
線　

）
２１２３
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税
金
の
使
い
み
ち

皆
さ
ん
の
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す

市
税
の
収
納
状
況

　
 
本
年
２
月
、市
内
西
原
団
地
で

た
い
へ
ん
痛
ま
し
い
出
来
事
が
あ

り
ま
し
た
。

　

新
聞
等
の
報
道
に
よ
り
、
市
民

の
皆
さ
ん
も
ご
存
知
の
こ
と
と
思

い
ま
す
が
、
老
老
介
護
（
高
齢
者

が
高
齢
者
を
介
護
す
る
こ
と
）
の

問
題
は
、
高
齢
社
会
を
迎
え
、
大

き
な
社
会
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

市
で
は
、
こ
れ
ら
の
高
齢
者
の
為

に
、
市
内
７
か
所
に
在
宅
介
護
支

援
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
各
種
の
相

談
や
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
受
け

ら
れ
る
よ
う
、
お
手
伝
い
を
し
て

い
ま
す
。

在
宅
生
活
を
続
け
る
た
め
に

■
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、地
域
に
積
極

的
に
出
向
き
、　
①
電
話
ま
た
は
訪

問
に
よ
る
在
宅
介
護
に
つ
い
て
の

総
合
的
な
相
談
・
指
導　
②
公
的
保

健
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
紹
介
と
利
用

手
続
き
援
助　
③
介
護
用
品
・
機
器

の
紹
介
お
よ
び
使
い
方
の
相
談
・
指

導　
④
そ
の
他
在
宅
介
護
に
関
す

る
困
り
ご
と
相
談
等
の
サ
ー
ビ
ス

を
行
っ
て
い
ま
す
。ま
た
、民
生
委

員
も
、市
内
を
５
地
区
に
分
け
、１

地
区　

人
〜　

人
を
配
置
し
、皆
さ

２５

２７

ん
の
相
談
相
手
と
行
政
と
の
パ
イ

プ
役
と
な
っ
て
い
ま
す
。

■
市
で
も
、
各
種
の
福
祉
サ
ー
ビ

ス
事
業
を
実
施
し
、
皆
さ
ん
の
円

滑
な
在
宅
生
活
を
側
面
か
ら
お

手
伝
い
し
て
い
ま
す
。
福
祉
の
こ

と
で
、
相
談
し
た
い
こ
と
が
あ
れ

ば
、一
人
で
悩
ま
ず
、市
の
窓
口
、

各
支
援
セ
ン
タ
ー
、
地
区
の
民
生

委
員
さ
ん
等
に
ご
遠
慮
な
く
ご

相
談
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
市
内
に

は
、
６
か
所
の
福
祉
会
館
・
老
人
福

祉
セ
ン
タ
ー
が
あ
り
、
地
域
の
高

齢
者
に
対
し
て
、
健
康
等
の
相
談

に
応
じ
る
と
と
も
に
、
健
康
の
増

進
、
教
養
の
向
上
、
レ
ク
リ
ェ
ー
シ

ョ
ン
の
た
め
に
事
業
・
講
座
を
実

施
し
て
い
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に

ご
利
用
く
だ
さ
い
。そ
の
ほ
か
、社

会
福
祉
協
議
会
で
は
誰
も
が
安

心
し
て
生
活
で
き
る
よ
う
に
、
市

内
を
小
学
校
通
学
区
域
単
位
に

分
け
て「
ま
ち
づ
く
り
懇
談
会
」

を
実
施
し
て
、
地
域
で
の
「
ふ

れ
あ
い
の
あ
る
福
祉
の
ま
ち
」

づ
く
り
を
進
め
て
い
ま
す
。

■
今
日
の
社
会
で
は
、
隣
近
所
の

付
き
合
い
が
希
薄
に
な
っ
て
き
て

お
り
、
困
っ
た
時
に
は
お
互
い
様

で
、
隣
近
所
で
助
け
合
え
る
よ
う

な
「
ま
ち
」
に
な
れ
ば
と
思
い
ま

す
が
、プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
面
も
有
り

難
し
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。

　

今
回
の
ご
夫
婦
は
、
日
ご
ろ
元

気
に
暮
ら
し
て
い
た
の
で
、「
市
の

福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
い
ろ
い
ろ
あ
る

の
は
知
っ
て
い
た
が
、
利
用
す
る

つ
も
り
は
な
か
っ
た
」
と
の
こ
と

で
、
誰
に
も
相
談
等
は
し
て
い
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

　

市
で
は
、各
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
つ

い
て
市
報
等
で
ご
案
内
し
て
い
ま

す
が
、さ
ら
に
、利
用
に
つ
い
て
の

情
報
と
し
て「
西
東
京
市
の
高
齢
福

祉
」と
い
う
小
冊
子
を
作
成
し
ま
し

た
。民
生
委
員
、老
人
ク
ラ
ブ
、等
に

配
布
す
る
と
と
も
に
、両
庁
舎
の
福

祉
課
窓
口
、出
張
所
、支
援
セ
ン
タ

ー
、福
祉
会
館
、社
会
福
祉
協
議
会

等
に
置
い
て
あ
り
ま
す
。ご
活
用
く

だ
さ
い
。

こ
れ
か
ら
の
セ
ン
タ
ー
設
置
予
定

■
高
齢
福
祉
事
業
の
充
実
を
図
る

た
め
、
平
成　

年
度
の
新
規
事
業

１４

と
し
て
、「
基
幹
型
在
宅
介
護
支
援

セ
ン
タ
ー
」
を
保
健
福
祉
部
内
に

設
置
し
、
介
護
の
必
要
な
高
齢
者

や
そ
の
家
族
に
対
し
て
、
在
宅
介

護
の
総
合
的
な
相
談
、
ニ
ー
ズ
に

対
応
し
た
各
種
の
サ
ー
ビ
ス
が
総

合
的
に
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
す
る
事
業
者
と
の
連
絡

調
整
等
を
図
っ
て
、
地
域
の
在
宅

介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
の
業
務
が
円

滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
し
て
い
く

予
定
で
す
。

　

さ
ら
に
９
月
開
設
を
目
途
に
、

「
権
利
擁
護
セ
ン
タ
ー
」
の
設
置

を
予
定
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、①

財
産
管
理
や
契
約
な
ど
の
権
利
擁

護
に
係
わ
る
法
律
、医
療
、福
祉
等

の
専
門
相
談
窓
口
、成
年
後
見
制
度

等
の
権
利
擁
護
の
し
く
み
の
広
報
、

総
合
相
談
、利
用
支
援
、市
民
か
ら

の
保
健
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る

苦
情
に
対
し
て
、総
合
的
、専
門
的

に
対
応
で
き
る
よ
う
設
置
す
る
予

定
で
す
。

■
今
後
と
も
、地
域
の
各
関
係
機
関

と
市
の
連
携
を
と
り
、協
力
し
あ
っ

て
地
域
の
高
齢
者
の
方
の
安
否
確

認
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
等
を
構
築
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
高
齢
福
祉
課（
�保
 
�
内
線　

）
２３３１

おお
知知
らら
せせ

共有物件の統合の例

持ち分所有者

３分の１Ａ
物
件
１

３分の１Ｂ

３分の１Ｃ

３分の２Ａ
物
件
２

６分の１Ｂ

６分の１Ｃ

高
齢
化
社
会
の
老
人
介
護
に
つ
い
て

高
齢
化
社
会
の
老
人
介
護
に
つ
い
て

固固

定定

資資

産産

税税
・・

都都

市市

計計

画画

税税

納納
税税
通通
知知
書書
のの
統統
合合

固
定
資
産
税
の
新
築

住
宅
に
対
す
る
減
額

措
置
の
適
用
終
了


